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ご指摘の通り(株)マルサンの単価に比重は関係ありません。他社の参考
見積りでは、比重の規定もあるため、比重1.0以上と表示しています。変更
契約については、協議の上、対応します。

11号代価表の混合廃棄物（比重1.0以上）㈱マルサンとなってい
ますが、㈱マルサンに問い合わせたところ、比重等は関係なく、
混合廃棄物の場合は現物を見なければ、金額は決められない
との業者の回答でした。

設計はどのような金額の設定にされているのですか。

実際に設計金額で処分できない場合は、変更契約の対象とな
りますか。

複合遊具は「桁等購入費」に該当します。とありますが、

土木工事積算基準によると、桁等購入費とは、ＰＣ桁・簡易組
立式橋梁・グレーチング床版・門扉、ポンプ・大型遊具（設計製
作品）、光ケーブルの購入費をいう。
大型遊具（設計製作品）とは、施工現場の状況に合わせて工場
製作されるもの（実施設計等でコンサルタント等に設計させたオ
リジナル製品及びカタログ製品を複数直接組み合わせたもの）
でありカタログ製品単体のものは含まない。との記載がありま
す。

今回の工事の製品は
複合遊具プレイポートワンダーネイチャーＣＰ-01944Ｎ（変）
ですので、製品パーツを変更させたカタログ製品と考えられま
す。
桁等購入費に該当しないと考えるのが、妥当だと思いますが、
どのような判断で、桁等購入費に該当するとされたのか、教え
て頂きたい。

複合遊具は大型遊具として「桁等購入費」に該当するものと判断していま
す。
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散水栓ではないためバルブボックスの取付手間は計上していません。

パーゴラは「鋼橋門扉等工場原価」に該当するものと判断しています。

４３号代価表水栓類取付工で青銅製バルブとバルブボックスが
記載されていますが、取付手間が青銅製バルブの分しか計上
されていないように思われますが、バルブボックスの取付手間
は入っているのでしょうか。

3

4

パーゴラは「鋼橋門扉等工場原価」に該当します。とあります
が、

土木工事積算基準によると、別途製作する標識柱（Ｆ型柱、ＷＦ
型柱、オーバーヘッド式）の場合の扱いは、鋼橋・門扉等工場
原価の扱いに準ずるものとする。（ｔ当りの製作単価として取扱
う場合）
デザインポール（発注者仕様に基づき個別製作する照明柱）の
取扱いは、鋼橋門扉等工事原価の扱いに準ずるものとする。と
の記載があります。

今回の工事の製品は、
現場説明事項及び図面から判断して、納品業者のカタログ製
品で重量530㎏の製品であると判断できます。
鋼橋門扉等工場原価に該当しないと考えるのが、妥当だと思い
ますが、どのような判断で、鋼橋門扉等工場原価に該当すると
されたのか、教えて頂きたい。
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豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075・2076
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp
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賃貸建設機械の設計で長期割引ありで計算されていますが、
長期割引は賃貸期間が１ヶ月以上のものが対象。となっていま
す。
今回の工事の施工量では１ヶ月以上賃貸することは考えにくい
ですが、なぜ長期割引ありで計算されているのか、理由を教え
てほしい。

事業者が年間を通じて工事を行うことを条件として、長期割引を適用して
います。
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複合遊具、ベンチ、水飲み、パーゴラ、すべり台２基、鉄棒の製
品について、実勢価格と称して、値引き価格にて設計されてい
るようですが、どのような判断で価格設定されているのでしょう
か。

物価資料に載っている製品以外を同等に値引きされると、業者
からの納品価格より設計価格の方が安くなる場合は、実勢価
格といえるのか疑問です。
建設物価の掲載価格の解説にも、ベンチ・スツール、休養・付
帯施設は取引数量　10基程度とされています。
1基、2基では物価資料の金額が適用できないことは、当然理解
しておられるかとおもいますが、そのような設計価格を設定して
頂けていないと思われます。

また、据付費、運搬費は人件費ですので、製品と同じように設
計価格を下げるのは妥当ではありませんし、実際に据付費、運
搬費は見積価格より安くなりません。その分の差額は落札業者
が負担することになりますが、ご理解いただいた上での、設計
価格なのでしょうか。

建設工事積算基準〔資料〕１－１４に基づき算出しています。据付費、運搬
費も製品と同等の扱いとしています。


